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議案第１０号 

   佐野市教育支援委員会条例の制定について 

 佐野市教育支援委員会条例を次のとおり定めます。 

令和４年２月２５日提出 

                   佐野市長 金 子  裕 

 佐野市教育支援委員会条例 

（設置） 

第１条 心身に障がいを有する等の理由により教育上特別の支援を必要とす

る児童、生徒及び就学予定者（学校教育法施行令（昭和２８年政令３４０

号）第５条第１項に規定する就学予定者をいう。）（以下「要支援児童生徒

等」という。）に対する就学に係る一貫した教育に関する支援（以下「教育

支援」という。）を行うため、教育委員会の附属機関として、佐野市教育支

援委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、要支援児童生徒等に関し、次

に掲げる事項について調査審議する。 

(１) 障がいの種類及び程度の判定に関すること。 

(２) 適切な就学先に関すること。 

(３) 就学先の決定後の一貫した教育支援に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、一貫した教育支援のために必要がある

と認められる事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(１) 学識経験のある者 

(２) 医師 

(３) 教育関係機関の職員 

(４) 関係行政機関の職員 

(５) 市の職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者
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の残任期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特定の職にあることにより委嘱され、又は任

命された委員がその任期中に当該職でなくなったときは、当該委員は、解

嘱され、又は解任されるものとする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（秘密保持義務） 

第５条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も、同様とする。 

（調査委員） 

第６条 委員会に、第２条に規定する所掌事務について調査させるため、調

査委員を置くことができる。 

２ 調査委員は、佐野市立学校の教員のうちから教育委員会が任命する。 

３ 調査委員は、第１項の規定による調査が終了したときは、解任されるも

のとする。 

（会議の非公開） 

第７条 委員会の会議は、非公開とする。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（佐野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部改正） 

２ 佐野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

（平成１７年佐野市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

附属機関の委員のう

ち介護認定審査会委

員及び障がい支援区

分審査会委員 

医師 〃 20,000  

を 
上記以外

の者 

〃 12,000  

 

附属機関の委員のう 医師 〃 20,000   

「 

「 

」 
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ち介護認定審査会委

員及び障がい支援区

分審査会委員 

上記以外

の者 

〃 12,000   

  

に改める。 

附属機関の委員のう

ち教育支援委員会委

員 

医師 〃 15,000 

上記以外

の者 

〃 7,600 

 

 

理 由 

  佐野市教育支援委員会を設置するため本条例を制定したいので提案する

ものです。 

」 



議案第１０号参考資料 

佐野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の改正案 新旧対照表 

 （附則第２項関係） 

現       行 改   正   案 

別表（第１条、第２条、第６条関係） 別表（第１条、第２条、第６条関係） 

職 基礎 報酬額（円） 費用弁償（旅費） 

（略） （略） （略） 旅費条例別表に定め

る市長等のうち、そ

の他の者の例 

附属機関の委員のうち介護認

定審査会委員及び障がい支援

区分審査会委員 

医師 〃 20,000 

上記以外

の者 

〃 12,000 

 

 

 

  

（略） （略） （略）  

（略） （略） （略） （略） 
 

職 基礎 報酬額（円） 費用弁償（旅費） 

（略） （略） （略） 旅費条例別表に定め

る市長等のうち、そ

の他の者の例 

附属機関の委員のうち介護認

定審査会委員及び障がい支援

区分審査会委員 

医師 〃 20,000 

上記以外

の者 

〃 12,000 

附属機関の委員のうち教育支

援委員会委員 

医師 〃 15,000 

上記以外

の者 

〃 7,600 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 
 

 


